
固定資産税・都市計画税 第1期納期限固定資産税・都市計画税 第1期納期限
安全・簡単・便利な市税の納付のご案内
スマートフォン決済アプリや、インターネットを利用した
クレジットカード納付を、ぜひご利用ください。

固定資産税・都市計画税については令和５年４月からご利用いただける納付方法が
増えました。詳細は川崎市ホームページをご覧ください。

川崎市税務広報 電話 044-200-2236
 FAX 044-200-3907発行：財政局市民税管理課

川崎市納税お知らせセンターについて
川崎市では、「川崎市納税お知らせセンター」から、電話で納付の呼びかけを行っています。
お問合せ先：財政局収納対策課　電話：044-200-2226　FAX：044-200-3909

川 崎 市 か ら 市 税 に 関 す る お 知 ら せ川 崎 市 か ら 市 税 に 関 す る お 知 ら せ

周辺地域の資産価格って
どれくらいなんだろう

資産の所在する区を担当する
市税事務所資産税課・市税分室資産税担当

固定資産税の納税者の方　又はその代理人の方
所有する資産と同一区内の土地・家屋の価格が対象です。
ただし、土地のみを所有している方は家屋の帳簿を、家屋のみを所有して
いる方は土地の帳簿をご覧になることはできません。土地・家屋の

価格が
ご覧いただけます。

4.3月▶5.1月
場　所

対象者

償却資産業務の窓口が変わりました！
　令和5年4月から市内全管区の固定資産税（償却資産）の窓口をかわさき市税事務所
資産税課に集約しました。なお、償却資産申告書は引き続き各市税事務所・市税分室に
おいても受付します。詳細は川崎市ホームページをご覧ください。

5.1月5.1月
川崎市　市税　納付 検 索


